
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

交

番

そ

の

他

の

派

出

所

及

び

駐

在

所

の

名

称

、

地

域

課

位

置

及

び

所

管

区

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

担

当

課

（

室

）

す

る

規

則

目

次

○

岡

山

県

警

察

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

警

務

課

則

【

告

示

】

○

介

護

医

療

院

の

開

設

許

可

指

導

監

査

室

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

〃

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

の

県

民

生

活

交

通

課

○

介

護

老

人

保

健

施

設

の

廃

止

〃

正

誤

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

○

有

害

図

書

の

指

定

の

正

誤

男

女

共

同

参

画

青

少

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

〃

年

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

教

育

委

員

会

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

指

定

の

正

誤

【

公

告

】

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

平

成

三

十

一

年

二

級

建

築

士

試

験

の

実

施

〃

○

平

成

三

十

一

年

木

造

建

築

士

試

験

の

実

施

〃

【

収

用

委

員

会

】

○

岡

山

県

収

用

委

員

会

事

務

処

理

規

程

の

一

部

改

収

用

委

員

会

正

（

県

例

規

集

登

載

）

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

教

育

委

員

会

指

定

【

公

安

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

平成３１年３月８日 第１２０７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

介
護
医
療
院
の
開
設
を
許
可
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
医
療
院
サ
ン
ホ
ー
ム
つ
や
ま

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
田
町
二
七
番
地

二

開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
西
下
病
院

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
田
町
二
七
番
地

三

許
可
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
Ｂ
〇
三
〇
〇
〇
一
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
医
療
院

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｏ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ほ
っ
と

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
宿
一
六
六

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｏ

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
泉
一
五

四
四

－

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
二
〇
四
三
六
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ふ
く
ろ
う
ヘ
ル
プ
津
山

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
平
福
五
一

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
永
心

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



２

所
在
地

岡
山
県
勝
田
郡
勝
央
町
平
八
六
五
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
四
〇
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
医
療
院
サ
ン
ホ
ー
ム
つ
や
ま

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
田
町
二
七
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
西
下
病
院

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
田
町
二
七
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
Ｂ
〇
三
〇
〇
〇
一
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
介
護
老
人
保
健
施
設
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

施
設
の
名
称
及
び
開
設
場
所

１

名
称

介
護
老
人
保
健
施
設
サ
ン
ホ
ー
ム
つ
や
ま

２

開
設
場
所

岡
山
県
津
山
市
田
町
二
七
番
地

二

開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
西
下
病
院

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
田
町
二
七
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
五
〇
三
八
〇
〇
四
八

五

施
設
の
種
類

介
護
老
人
保
健
施
設

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

星
空

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
御
崎
二
丁
目
一
二
番
四
七
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
Ｍ
Ｒ
Ｈ
Ｍ

２

所
在
地

岡
山
県
倉
敷
市
帯
高
二
〇
番
地
七

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
一
四
二
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
老
人
保
健
施
設
サ
ン
ホ
ー
ム
つ
や
ま

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
田
町
二
七
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
西
下
病
院

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
田
町
二
七
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
五
〇
三
八
〇
〇
四
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
七
四
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

五
三
二
・
〇

美
作
市
福
本
字
宮
ノ
乢
一
〇
番
一
地
先
か
ら

一
六
・
一
～

美
作
市
井
口
字
安
谷
西
三
三
九
番
一
地
先
ま
で

一
〇
二
・
四

旧

五
三
二
・
〇

美
作
市
福
本
字
宮
ノ
乢
一
〇
番
一
地
先
か
ら

一
一
・
二
～

美
作
市
井
口
字
安
谷
西
三
三
九
番
一
地
先
ま
で

三
一
・
五

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
七
四
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

美
作
市
巨
勢
字
久
前
谷
一
三
二
七
番
一
地
先
か

新

三
四
二
・
五

ら

一
九
・
五
～

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



美
作
市
巨
勢
字
石
井
谷
一
三
一
七
番
一
地
先
ま

一
六
八
・
二

で

一
七
・
四
～

美
作
市
巨
勢
字
久
前
谷
一
三
二
七
番
一
地
先
か

旧

三
四
二
・
五

ら

三
四
・
九

美
作
市
巨
勢
字
石
井
谷
一
三
一
七
番
一
地
先
ま

で

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
七
四
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

一
八
〇
・
〇

美
作
市
尾
谷
字
魔
ケ
瀬
六
五
四
番
一
地
先
か
ら

一
五
・
五
～

美
作
市
尾
谷
字
北
平
六
七
九
番
一
地
先
ま
で

七
〇
・
五

旧

一
八
〇
・
〇

美
作
市
尾
谷
字
魔
ケ
瀬
六
五
四
番
一
地
先
か
ら

一
二
・
〇
～

美
作
市
尾
谷
字
北
平
六
七
九
番
一
地
先
ま
で

二
六
・
五

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
七
四
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



新

七
三
・
三

美
作
市
巨
勢
字

ノ
平
一
六
六
四
番
八
地
先
か

一
九
・
三
～

三
二
・
八

ら美
作
市
巨
勢
字

平
一
七
六
二
番
一
地
先
ま
で

旧

七
三
・
三

美
作
市
巨
勢
字

ノ
平
一
六
六
四
番
八
地
先
か

一
九
・
三
～

二
五
・
五

ら美
作
市
巨
勢
字

平
一
七
六
二
番
一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

東
安
倉
鴨
方
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
宮
之
前
一
六
六
七

新

一
四
八
三
・
七

番
一
地
先
か
ら

一
二
・
六
～

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
原
田
二
六
一
九
番

四
九
・
八

一
地
先
ま
で

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
宮
之
前
一
六
六
七

旧

一
四
八
九
・
四

番
一
地
先
か
ら

一
二
・
六
～

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
字
池
底
五
一
二
九
番

四
九
・
八

一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

梶
並
立
石
線

三

道
路
の
区
域
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新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
六
二
六
番
二
地
先

か
ら

新

四
六
・
〇

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
六
一
七
番
四
地
先

五
・
七
～

を
経
て

一
三
・
〇

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
六
〇
九
番
四
地
先

ま
で

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
六
二
六
番
二
地
先

旧

三
二
・
〇

か
ら

四
・
〇
～

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
六
〇
九
番
四
地
先

六
・
〇

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

南
浦
金
光
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
六
～

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
五
三
番
一
地
先
か
ら

新

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
宮
之
前
一
六
三
七

七
六
九
・
二

六
八
・
七

番
一
地
先
ま
で

九
六
〇
・
一

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
五
三
番
一
地
先
か
ら

旧

六
・
六
～

六
八
・
七

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
宮
之
前
一
六
六
七

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



番
一
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

三
七
四
号

美
作
市
巨
勢
字

ノ
平
一
六
六
四
番
八
地
先
か
ら

平
成
三
十
一

道

美
作
市
巨
勢
字

平
一
七
六
二
番
一
地
先
ま
で

年
三
月
八
日

県
道

久
米
建
部
線

久
米
郡
美
咲
町
境
字
新
田
九
五
番
二
地
先
か
ら

久
米
郡
美
咲
町
境
字
今
宮
一
三
七
二
番
一
地
先
ま
で

梶
並
立
石
線

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
六
二
六
番
二
地
先
か
ら

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
六
一
七
番
四
地
先
を
経

て美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
六
〇
九
番
四
地
先
ま
で

東
安
倉
鴨
方

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
宮
之
前
一
六
六
七
番
一

平
成
三
十
一

線

地
先
か
ら

年
三
月
十
九

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
原
田
二
六
一
九
番
一
地

日

先
ま
で

南
浦
金
光
線

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
二
五
三
番
一
地
先
か
ら

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
宮
之
前
一
六
三
七
番
一

地
先
ま
で
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〔
九
四
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

高
梁
市
成
羽
町
下
原
字
東
町
裏
二
四
四
番

五
・
〇
一
～

四
三
・
八
九

建
第
二
〇
三
九
号

四

五
・
一
〇

平
成
三
十
一
年
三
月

一
日
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〔
九
五
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一

年
二
級
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時学

科
の
試
験

(1)

平
成
三
十
一
年
七
月
七
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

(2)

平
成
三
十
一
年
九
月
十
五
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

場
所

岡
山
県
立
岡
山
工
業
高
等
学
校
（
岡
山
市
北
区
伊
福
町
四
丁
目
三
番
九
二
号
）

二

受
験
資
格

１

学
科
の
試
験

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

２

設
計
製
図
の
試
験

学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
九
年
又
は
平
成
三
十
年
の
二
級
建
築
士
試

験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
に
お
い
て
学
科
の
試
験
に
合

。

格
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
本
年
の
学
科
の
試
験
を
免
除
す
る
。

三

受
験
手
数
料

一
七
、
七
〇
〇
円

四

受
験
申
込
手
続

１

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
の
受
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
受
験
申
込
書
に
平
成
三
十
年

以
前
の
二
級
建
築
士
試
験
の
受
験
票
若
し
く
は
合
否
の
通
知
書
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
者
又
は
離
島

等
で
直
接
申
込
み
が
で
き
な
い
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
勤
務
先
の
証
明
書
若
し
く

は
住
民
票
の
写
し
が
添
付
さ
れ
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

受
験
申
込
受
付
期
間

(1)

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
ま
で
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受
験
申
込
方
法

(2)

次
の
宛
先
に
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と

（
平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日
の
消
印
の

。

あ
る
も
の
ま
で
有
効
）

〒
一
〇
二

〇
〇
九
四

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
六
号

紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル

－

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

本
部

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に

必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。受

験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
三
十
一
年
四
月
八
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
午
後
四
時

ま
で受

験
申
込
方
法

(2)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.

o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

３

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
三
十
一
年
四
月
十
八
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の
午
前
十

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

受
付
場
所

(2)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
会
議
室
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九

号

建
築
会
館
五
階
）

受
験
申
込
方
法

(3)

受
験
申
込
書
は
、
原
則
と
し
て

の
受
付
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
こ
と
。

(2)

五

合
否
の
通
知

１

学
科
の
試
験

平
成
三
十
一
年
八
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

２

設
計
製
図
の
試
験

平
成
三
十
一
年
十
二
月
五
日
（
木
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

六

受
験
申
込
書
の
配
布
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１

郵
送
に
よ
る
配
布

請
求
期
間

(1)

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
年
四
月
五
日
（
金
曜
日
）
午

後
五
時
ま
で

配
布
期
間

(2)

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
料
金
着
払
い

に
よ
り
郵
送
す
る

）
。

請
求
方
法

(3)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.

o
r
.
j
p
/

）
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
請
求
し
、
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
次
の
宛
先
に
請
求
す
る
こ

と

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
送
付
先
住
所
、
電
話
番
号
、
試

。
験
種
別
（
二
級
）
及
び
申
込
区
分
（

学
科
の
試
験
か
ら
」
又
は
「
設
計
製
図
の
試
験
の
み

）

「

」

を
明
記
す
る
こ
と

）
。

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

受
験
申
込
書
配
布
係

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三

六
八
〇
九

五
八
六
二

－
－

２

配
布
場
所
に
お
け
る
配
布

配
布
場
所

(1)
ア

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
四
階
）

イ

倉
敷
市
建
設
局
建
築
部
建
築
指
導
課
（
倉
敷
市
西
中
新
田
六
四
〇
）

ウ

津
山
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
（
津
山
市
山
北
五
二
〇
）

配
布
期
間
及
び
時
間

(2)
ア

ア
の
場
所

(1)平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日

。
）

（

）

（

）

及
び
日
曜
日
を
除
く

並
び
に
同
月
二
十
日

土
曜
日

及
び
同
月
二
十
一
日

日
曜
日

（

、

（

）

、

の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

た
だ
し

同
月
二
十
二
日

月
曜
日

に
あ
っ
て
は

午
後
四
時
）
ま
で

イ

イ
及
び
ウ
の
場
所

(1)平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日

及
び
日
曜
日
を
除
く

）
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
（
た
だ
し
、
同
月
二
十
二
日

。
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（
月
曜
日
）
に
あ
っ
て
は
、
午
後
四
時
）
ま
で

七

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
の
発
表

平
成
三
十
一
年
六
月
十
二
日
（
水
曜
日
）
頃
か
ら
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ

ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

２

受
験
に
際
す
る
特
別
措
置

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
受
験
申
込

時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。
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〔
九
六
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一

年
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時学

科
の
試
験

(1)

平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

(2)

平
成
三
十
一
年
十
月
十
三
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

場
所

岡
山
県
立
岡
山
工
業
高
等
学
校
（
岡
山
市
北
区
伊
福
町
四
丁
目
三
番
九
二
号
）

二

受
験
資
格

１

学
科
の
試
験

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

２

設
計
製
図
の
試
験

学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
九
年
又
は
平
成
三
十
年
の
木
造
建
築
士
試

験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
に
お
い
て
学
科
の
試
験
に
合

。

格
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
本
年
の
学
科
の
試
験
を
免
除
す
る
。

三

受
験
手
数
料

一
七
、
七
〇
〇
円

四

受
験
申
込
手
続

１

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

過
去
に
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
受
験
申
込
書
に
平
成
三
十
年

以
前
の
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
票
若
し
く
は
合
否
の
通
知
書
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
者
又
は
離
島

等
で
直
接
申
込
み
が
で
き
な
い
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
勤
務
先
の
証
明
書
若
し
く

は
住
民
票
の
写
し
が
添
付
さ
れ
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

受
験
申
込
受
付
期
間

(1)

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
ま
で
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受
験
申
込
方
法

(2)

次
の
宛
先
に
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と

（
平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日
の
消
印
の

。

あ
る
も
の
ま
で
有
効
）

〒
一
〇
二

〇
〇
九
四

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
六
号

紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル

－

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

本
部

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

平
成
十
六
年
以
降
に
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に

必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。受

験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
三
十
一
年
四
月
八
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
午
後
四
時

ま
で受

験
申
込
方
法

(2)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.

o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

３

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
三
十
一
年
四
月
十
八
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の
午
前
十

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

受
付
場
所

(2)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
会
議
室
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九

号

建
築
会
館
五
階
）

受
験
申
込
方
法

(3)

受
験
申
込
書
は
、
原
則
と
し
て

の
受
付
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
こ
と
。

(2)

五

合
否
の
通
知

１

学
科
の
試
験

平
成
三
十
一
年
九
月
十
日
（
火
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

２

設
計
製
図
の
試
験

平
成
三
十
一
年
十
二
月
五
日
（
木
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

六

受
験
申
込
書
の
配
布
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１

郵
送
に
よ
る
配
布

請
求
期
間

(1)

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
年
四
月
五
日
（
金
曜
日
）
午

後
五
時
ま
で

配
布
期
間

(2)

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
料
金
着
払
い

に
よ
り
郵
送
す
る

）
。

請
求
方
法

(3)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.

o
r
.
j
p
/

）
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
請
求
し
、
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
次
の
宛
先
に
請
求
す
る
こ

と

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
送
付
先
住
所
、
電
話
番
号
、
試

。
験
種
別
（
木
造
）
及
び
申
込
区
分
（

学
科
の
試
験
か
ら
」
又
は
「
設
計
製
図
の
試
験
の
み

）

「

」

を
明
記
す
る
こ
と

）
。

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

受
験
申
込
書
配
布
係

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三

六
八
〇
九

五
八
六
二

－
－

２

配
布
場
所
に
お
け
る
配
布

配
布
場
所

(1)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建

築
会
館
四
階
）

配
布
期
間
及
び
時
間

(2)

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
及

び
日
曜
日
を
除
く

）
並
び
に
同
月
二
十
日
（
土
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）
の

。

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
（
た
だ
し
、
同
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
に
あ
っ
て
は
、
午

後
四
時
）
ま
で

七

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
の
発
表

平
成
三
十
一
年
六
月
十
二
日
（
水
曜
日
）
頃
か
ら
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ

ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

２

受
験
に
際
す
る
特
別
措
置

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
受
験
申
込

時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。
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◎
岡
山
県
収
用
委
員
会
訓
令
第
一
号

岡

山

県

収

用

委

員

会

事

務

局

岡
山
県
収
用
委
員
会
事
務
処
理
規
程
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
収
用
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡
山
県
収
用
委
員
会

会

長

猪

木

健

二

別
表
第
二
中
「
第
三
条
関
係
」
を
「
第
三
条
」
に
、

「

二
十
三

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
（
平
成
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
。
こ
の
号
に
お
い

て
「
条
例
」
と
い
う

）
に
基
づ
く
公
文
書
の
開
示
の
可
否
の
決
定
そ
の
他
条
例
の
施
行

。

に
関
す
る
事
務
の
処
理

二
十
四

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
。
こ
の
号
に
お

い
て
「
条
例
」
と
い
う

）
に
基
づ
く
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
可
否
の
決
定
そ
の
他
条

。

例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
処
理

二
十
五

事
務
局
職
員
の
事
務
分
掌
の
決
定

二
十
六

事
務
局
職
員
の
旅
行
命
令
及
び
そ
の
復
命
の
受
理

二
十
七

事
務
局
職
員
の
時
間
外
勤
務
命
令
及
び
休
日
出
勤
命
令

二
十
八

そ
の
他
軽
易
な
照
会
、
報
告
、
調
査
等
の
事
務
の
処
理

」

を「

二
十
三

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法

律
第
四
十
九
号
）
第
十
三
条
第
六
項
（
同
法
第
三
十
二
条
第
六
項
（
同
法
第
三
十
七
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
規

。

。

定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
発
行

二
十
四

岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
（
平
成
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
。
こ
の
号
に
お
い

て
「
条
例
」
と
い
う

）
に
基
づ
く
公
文
書
の
開
示
の
可
否
の
決
定
そ
の
他
条
例
の
施
行

。

に
関
す
る
事
務
の
処
理

二
十
五

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
。
こ
の
号
に
お

い
て
「
条
例
」
と
い
う

）
に
基
づ
く
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
可
否
の
決
定
そ
の
他
条

。

例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
処
理

二
十
六

事
務
局
職
員
の
事
務
分
掌
の
決
定

二
十
七

事
務
局
職
員
の
旅
行
命
令
及
び
そ
の
復
命
の
受
理

二
十
八

事
務
局
職
員
の
時
間
外
勤
務
命
令
及
び
休
日
出
勤
命
令

二
十
九

そ
の
他
軽
易
な
照
会
、
報
告
、
調
査
等
の
事
務
の
処
理

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
十
八

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
の
指
定
及
び
岡
山
県
指
定
重
要
無

形
文
化
財
保
持
者
の
追
加
認
定
を
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

指

定

番

号

有
第
三
七
四
号

二

種

別

重
要
文
化
財

絵
画

三

名
称
及
び
員
数

絹
本

著

色

仏
涅
槃
図

一
幅

け
ん
ぽ
ん
ち
ゃ
く
し
ょ
く
ぶ
つ

ね

は
ん

ず

四

所

在

地

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山
県
立
博
物
館

五

所

有

者

宗
教
法
人
寳
福
寺

ほ
う
ふ
く

じ

六

寸

法

縦
一
四
〇
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
四
四
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

七

製

作

年

代

南
北
朝
期

八

指

定

理

由

寳
福
寺
は
総
社
市
井
尻
野
に
所
在
す
る
臨
済
宗
の
寺
院
で
あ
る
。

仏
涅
槃
図
は
、
四
幅
一
舗
の
絹
本
著
色
、
掛
軸
装
で
あ
る
。
本
図
は
宝
台
の
向
か
っ
て
左
側
面
を

見
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
第
二
形
式
の
涅
槃
図
で
あ
る
。
右
腕
を
枕
に
右
脇
を
下
に
横
た
わ
る
釈
迦
は
、

肉
身
部
及
び
着
衣
に
裏
彩
色
（
金
泥
・
彩
色
）
を
施
し
、
截
金
及
び
金
泥
に
よ
り
様
々
な
文
様
を
表

し
て
い
る
。
画
面
上
部
の
向
か
っ
て
右
に
日
輪
、
左
に
月
輪
、
中
央
に
釈
迦
の
危
急
を
聞
き
つ
け
忉と

う

利
天
か
ら
急
ぎ
飛
来
す
る
摩
耶
夫
人
の
一
団
が
表
さ
れ
る
。
宝
台
上
部
に
会
衆
、
向
か
っ
て
左
辺
に

菩
薩
、
右
辺
に
天
部
が
表
情
豊
か
に
丁
寧
に
描
か
れ
、
截
金
及
び
金
泥
に
よ
り
細
部
を
表
現
し
て
い

る
。
画
面
下
部
に
は
象
、
獅
子
、
馬
、
犬
、
亀
、
鳥
や
昆
虫
な
ど
の
ほ
か
に
、
海
老
と
蛤
も
表
さ
れ

て
お
り
珍
し
い
。
画
面
周
囲
に
は
仏
伝
七
場
面
を
表
し
、
涅
槃
図
を
含
め
て
八
相
を
示
す
。
ま
た
、

短
冊
が
十
四
枚
描
か
れ
て
い
る
が
文
字
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

本
作
品
は
、
全
体
に
群
青
色
を
多
用
し
て
お
り
、
同
時
期
の
涅
槃
図
と
比
較
し
て
も
鮮
や
か
で
あ

。

、

。

る

ま
た

日
輪
と
月
輪
が
揃
っ
て
描
か
れ
て
い
る
涅
槃
図
は
南
北
朝
期
と
し
て
は
比
較
的
珍
し
い

十
五
世
紀
後
半
以
降
に
修
復
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
と
き
に
画
面
の
四
周
は
一
部
切
り
詰

め
ら
れ
て
い
る
。

本
図
の
体
裁
及
び
描
写
の
内
容
か
ら
南
北
朝
期
の
製
作
と
考
え
ら
れ
、
県
内
に
残
る
古
い
仏
涅
槃

図
の
優
品
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
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一

指

定

番

号

有
第
三
七
五
号

二

種

別

重
要
文
化
財

彫
刻

三

名
称
及
び
員
数

木
造
男
神
坐
像

一
軀

も
く
ぞ
う
だ
ん
し
ん

ざ

ぞ
う

く

四

所

在

地

高
梁
市
原
田
北
町
一
二
〇
三
番
地
一

高
梁
市
歴
史
美
術
館

五

所

有

者

宗
教
法
人
御
前
神
社

お
ん
ざ
き
じ
ん
じ
ゃ

六

製

作

年

代

鎌
倉
時
代
前
期

七

指

定

理

由

御
前
神
社
は
高
梁
市
宇
治
町
遠
原
に
所
在
す
る
天
照
大
神
ほ
か
五
柱
を
祭
神
と
す
る
古
社
で
、
社

（

）

。

、

伝
に
よ
る
と
和
銅
六

七
一
三

年
の
創
建
と
さ
れ
る

当
社
本
殿
に
は
神
像
群
が
伝
来
し
て
お
り

鎌
倉
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
優
品
と
し
て
、
県
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
木
造
武
神
倚
像
及

び
木
造
童
形
神
坐
像
が
あ
る
。

本
像
は
こ
の
神
像
群
の
一
つ
で
、
ヒ
ノ
キ
材
を
前
後
二
材
で
矧
ぎ
、
左
右
の
腕
は
別
材
を
寄
せ
、

は

彫
眼
、
胡
粉
下
地
に
彩
色
を
施
す
。
下
半
身
及
び
両
腕
先
を
欠
失
し
て
い
る
が
、
当
初
の
彩
色
が
各

部
位
に
残
り
、
補
彩
は
み
ら
れ
な
い
。
総
高
二
三
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
測
り
、
前
面
を
向
き
、

頭
髪
は
頂
へ
向
か
っ
て
結
い
上
げ
る
。
面
相
は
ふ
く
よ
か
で
、
口
元
は
真
一
文
字
に
閉
ざ
し
、
目
尻

を
鋭
く
切
り
上
げ
、
太
い
眉
も
釣
り
上
が
る
。
顎
を
引
き
、
背
筋
を
伸
ば
し
て
坐
し
、
襟
の
低
い
袍

を
着
て
腰
に
帯
を
締
め
て
袴
を
は
く
。

木
造
武
神
倚
像
及
び
木
造
童
形
神
坐
像
と
意
匠
及
び
技
法
が
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代

前
期
の
製
作
と
考
え
ら
れ
、
優
れ
た
神
像
彫
刻
の
一
つ
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
社
に
伝
来
す
る

神
像
群
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
の
神
像
彫
刻
史
を
研
究
す
る
上
で
も
貴
重
で
あ
る
。

一

指

定

番

号

有
第
三
七
六
号

二

種

別

重
要
文
化
財

工
芸
品

三

名
称
及
び
員
数

刀

銘
備
前
国
長
船

住

人
横
山
上

野

大

掾
藤
原
祐
定

奉
寄
進
於
当
国
一

か
た
な

め
い

び

ぜ
ん
こ
く
お
さ
ふ
ね
じ
ゅ
う
に
ん
よ
こ
や
ま
こ
う
ず
け
の
だ
い
じ
ょ
う
ふ
じ
わ
ら
す
け
さ
だ

と
う
こ
く
い
ち
の
み
や
だ
い
み
ょ
う

宮

大

明

神

者

也

寛
文
六
丙
午
年

正

月

十

九
日

一
口

じ
ん
に
お
い
て
き
し
ん
た
て
ま
つ
る
も
の
な
り

か
ん
ぶ
ん
ろ
く
へ
い

ご

ね
ん
し
ょ
う
が
つ
じ
ゅ
う

く

に
ち

こ
う

四

所

在

地

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山
県
立
博
物
館

五

所

有

者

宗
教
法
人
吉
備
津
彦
神
社

六

作

者

横
山
上
野
大
掾
藤
原
祐
定

七

寸

法

刃
長
一
二
〇
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
反
り
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
全
長
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一
五
一
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八

製

作

年

代

寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年

九

銘

文

（
表
）
備
前
国
長
船
住
人
横
山
上
野
大
掾
藤
原
祐
定

（
裏
）
奉
寄
進
於
当
国
一
宮
大
明
神
者
也

寛
文
六
丙
午
年
正
月
十
九
日

十

指

定

理

由

横
山
上
野
大
掾
藤
原
祐
定
は
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
備
前
長
船
の
祐

定
一
門
の
六
代
目
の
刀
工
で
あ
る
。
五
代
横
山
七
兵
衛
尉
祐
定
の
長
男
と
し
て
寛
永
一
〇
（
一
六
三

三
）
年
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
、
万
治
年
間
（
一
六
五
八
年
～
一
六
六
一
年
）
頃
か
ら
父
親
の
代
作
を

行
い
、
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
に
江
戸
時
代
の
備
前
長
船
刀
工
と
し
て
は
初
め
て
上
野
大
掾
を
受

領
し
た
。
新
刀
期
の
備
前
長
船
刀
工
の
中
で
も
質
・
量
と
も
に
群
を
抜
い
て
お
り
、
中
世
末
期
に
衰

退
し
た
備
前
長
船
の
刀
剣
生
産
の
復
興
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
名
工
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
。こ

の
刀
は
、
上
野
大
掾
受
領
後
に
岡
山
藩
領
内
の
神
社
へ
の
奉
納
刀
と
し
て
製
作
さ
れ
た
最
初
期

の
も
の
で
あ
る
。
作
風
は
鎬
造
、
庵
棟
で
中
鋒
は
や
や
詰
ま
る
。
地
鉄
は
板
目
肌
で
や
や
肌
立
ち
、

所
々
に
杢
目
肌
を
交
え
鎬
地
は
柾
が
か
る
。
茎
の
鑢
目
は
勝
手
下
が
り
、
表
裏
に
楷
書
で
銘
文
を
刻

も
く

み
、
目
釘
穴
は
二
つ
で
あ
る
。
刃
文
は
表
裏
と
も
神
心

乱

と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
、
直
焼
出
し
に

し
ん
し
ん
み
だ
れ

始
ま
り
、
高
さ
の
揃
っ
た
互
の
目
か
ら
大
き
く
湾
れ
て
直
刃
へ
と
変
化
す
る
。

良
質
な
地
金
を
使
用
し
、
末
備
前
の
作
刀
様
式
に
倣
っ
て
製
作
さ
れ
た
本
刀
は
、
横
山
上
野
大
掾

藤
原
祐
定
の
最
高
位
の
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
由
緒
も
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
刀
期
の

備
前
長
船
刀
と
し
て
岡
山
県
の
刀
剣
史
を
語
る
歴
史
的
資
料
と
し
て
も
評
価
さ
れ
る
。

一

指

定

番

号

有
第
三
七
七
号

二

種

別

重
要
文
化
財

考
古
資
料

三

名
称
及
び
員
数

丸
山
古
墳
出
土
遺
物

一
四
点

附
石
棺
拓
本

一
点

ま
る
や
ま
こ
ふ
ん
し
ゅ
つ
ど
い
ぶ
つ

せ
っ
か
ん
た
く
ほ
ん

所

有

者

番
号

資

料

名

寸
法

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（

）

所

在

地

１

鼉
龍
鏡

径
一
七
・
四

岡
山
県

だ

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山
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県
立
博
物
館

２

内
行
花
文
鏡

径
二
〇
・
五

岡
山
県

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山

県
立
博
物
館

３

方
格
八
禽
鏡

径
一
六
・
六

岡
山
県

き
ん

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山

県
立
博
物
館

４

三
角
縁
神
獣
鏡

径
一
六
・
五

岡
山
県

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山

県
立
博
物
館

５

車
輪
石

長
さ
一
二
・
〇
、
幅
一
〇

（
公
財
）
倉
敷
考
古
館

・
五
、
厚
さ
一
・
五

倉
敷
市
中
央
一
丁
目
三
番
一
三
号

６

車
輪
石

長
さ
一
一
・
八
、
幅
一
〇

（
公
財
）
倉
敷
考
古
館

・
八
、
厚
さ
一
・
八

倉
敷
市
中
央
一
丁
目
三
番
一
三
号

７

管
状
石
製
品

長
さ
一
七
・
九
、
径
三
・

（
公
財
）
倉
敷
考
古
館

三

倉
敷
市
中
央
一
丁
目
三
番
一
三
号

８

管
状
石
製
品

長
さ
九
・
一
、
径
三
・
五

（
公
財
）
倉
敷
考
古
館

倉
敷
市
中
央
一
丁
目
三
番
一
三
号

９

管
状
石
製
品

長
さ
九
・
五
、
径
二
・
一

（
公
財
）
倉
敷
考
古
館

倉
敷
市
中
央
一
丁
目
三
番
一
三
号

方
格
規
矩
鏡

径
一
三
・
〇

備
前
市

10
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備
前
市
東
片
上
三
八
五
番
地

備
前
市

歴
史
民
俗
資
料
館

管
玉

長
さ
六
・
一
、
径
一
・
九

備
前
市

11

備
前
市
東
片
上
三
八
五
番
地

備
前
市

歴
史
民
俗
資
料
館

管
玉

長
さ
五
・
七
、
径
一
・
八

備
前
市

12

備
前
市
東
片
上
三
八
五
番
地

備
前
市

歴
史
民
俗
資
料
館

管
玉

長
さ
四
・
九
、
径
一
・
一

備
前
市

13

備
前
市
東
片
上
三
八
五
番
地

備
前
市

歴
史
民
俗
資
料
館

坩
形
石
製
品

口
径
五
・
九
、
高
さ
四
・

備
前
市

14

一

備
前
市
伊
部
九
七
四
番
地
三

備
前
市

埋
蔵
文
化
財
管
理
セ
ン
タ
ー

附

石
棺
拓
本

備
前
市

備
前
市
伊
部
九
七
四
番
地
三

備
前
市

埋
蔵
文
化
財
管
理
セ
ン
タ
ー

四

製

作

年

代

古
墳
時
代
前
期
（
四
世
紀
）

五

指

定

理

由

丸
山
古
墳
は
、
備
前
市
畠
田
の
鶴
山
に
所
在
す
る
、
東
西
四
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
五
四
メ
ー
ト
ル

を
測
り
、
南
東
側
の
墳
裾
に
幅
一
五
メ
ー
ト
ル
の
造
り
出
し
を
持
つ
大
型
の
円
墳
で
、
国
の
史
跡
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
に
墳
頂
中
央
で
竪
穴
式
石
室
が
発
見
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
同
年
石
室
内
の
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
石
室
内
に
は
豊
か
な
装
飾
を
持
つ
香
川
県
火
山
産
の

ひ

や
ま

凝
灰
岩
製
の
石
棺
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
か
ら
約
三
〇
面
の
銅
鏡
、
武
具
類
、
石
製
品
な
ど
多
数
の
副
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葬
品
が
出
土
し
た
。

出
土
遺
物
の
大
半
は
調
査
後
国
の
所
有
と
な
っ
た
が
、
本
遺
物
群
は
県
内
に
残
さ
れ
た
も
の
で
、

、

、

、

、

。

、

銅
鏡

坩
形
石
製
品

車
輪
石

管
状
石
製
品

管
玉
が
あ
る

銅
鏡
の
う
ち
腐
食
が
あ
る
も
の
は

。

、

本
古
墳
特
有
の
石
棺
周
囲
に
立
て
か
け
ら
れ
て
副
葬
さ
れ
て
い
た
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る

ま
た

管
状
石
製
品
は
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
型
品
で
、
県
内
で
は
類
を
見
な
い
。
附
の
石
棺
拓

本
は
、
発
見
時
に
採
ら
れ
た
も
の
で
、
石
棺
の
装
飾
の
状
況
を
示
す
と
と
も
に
赤
色
顔
料
が
付
着
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

丸
山
古
墳
は
、
県
南
東
部
に
所
在
す
る
古
墳
時
代
前
期
の
首
長
墓
が
前
方
後
円
墳
で
あ
る
中
に
あ

っ
て
造
り
出
し
付
円
墳
で
あ
り
、
ま
た
石
棺
の
材
質
、
装
飾
及
び
多
数
の
銅
鏡
を
含
む
大
量
の
副
葬

、

。

、

、

品
を
持
つ
こ
と
な
ど
か
ら

本
地
域
に
あ
っ
て
特
異
な
古
墳
で
あ
る

本
遺
物
群
は

こ
の
特
異
性

他
地
域
と
の
関
係
性
及
び
首
長
墓
の
変
遷
を
研
究
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

一

認

定

番

号

無
第
四
九
号

二

種

別

重
要
無
形
文
化
財

三

名

称

備
前
焼
製
作
技
術

四

保
持
者
の
氏
名

金
重

有
邦

か
ね
し
げ

ゆ
う
ほ
う

五

保
持
者
の
生
年
月
日
及
び
年
齢

昭
和
二
十
五
年
七
月
十
日

六
十
八
歳

六

保
持
者
の
住
所

備
前
市
伊
部
二
五
六
八
番
地

七

認

定

理

由

金
重
有
邦
氏
は
金
重
素
山
の
三
男
と
し
て
備
前
市
伊
部
に
生
ま
れ
、
武
蔵
野
美
術
大
学
で
彫
刻
を

専
攻
し
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
に
父
素
山
に
師
事
す
る
。
昭
和
五
十
五
（
一
九
八
〇
）
年
に

独
立
し
、
初
の
個
展
を
開
催
し
て
以
後
各
地
で
個
展
を
開
催
し
て
き
た
。

古
来
よ
り
備
前
焼
の
中
心
地
で
あ
っ
た
伊
部
の
地
で
の
作
陶
に
こ
だ
わ
り
、
父
親
か
ら
受
け
継
い

だ
手
法
及
び
伊
部
の
田
土
を
使
用
し
て
、
花
器
や
茶
陶
な
ど
の
伝
統
的
な
作
品
群
を
発
表
し
続
け
て

た

つ
ち

い
る
。
氏
の
作
品
は
、
伝
統
的
な
轆
轤
技
術
の
手
法
を
継
承
し
つ
つ
新
た
な
轆
轤
技
術
を
開
発
す
る

ろ
く

ろ

な
ど
し
て
土
の
魅
力
を
最
大
限
に
引
き
出
し
、
備
前
焼
固
有
の
土
味
や
自
然
釉
と
窯
変
の
美
し
さ
を

表
現
し
て
い
る
。

平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
に
日
本
陶
磁
協
会
賞
を
受
賞
し
た
頃
か
ら
山
土
を
使
っ
た
作
品
を
製

作
す
る
た
め
の
穴
窯
を
開
き
、
伝
統
的
な
作
風
を
基
本
と
し
た
新
た
な
作
品
群
に
挑
戦
し
て
き
た
。

山
土
を
使
用
し
た
荒
々
し
い
が
端
正
な
作
品
と
田
土
を
使
用
し
て
匣
鉢
の
中
で
焼
成
す
る
柔
ら
か
な

さ
や
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作
品
は
、
全
く
異
な
っ
た
表
情
を
示
し
て
い
る
。
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
に
伝
統
を
意
識
し
た

表
現
活
動
及
び
後
進
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
日
本
陶
磁
協
会
金
賞
を
受
賞
し

た
。
近
年
は
、
備
前
焼
の
活
性
化
策
や
国
の
史
跡
と
な
っ
た
備
前
陶
器
窯
跡
の
活
用
策
を
提
言
す
る

な
ど
、
作
陶
だ
け
で
な
く
備
前
焼
の
将
来
を
見
据
え
た
積
極
的
な
発
言
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
大

学
な
ど
で
幅
広
く
後
進
の
指
導
に
当
た
る
ほ
か
、
弟
子
ら
と
協
同
で
設
立
し
た
工
房
な
ど
で
作
品
を

発
表
し
て
い
る
。

氏
は
、
備
前
焼
の
技
法
を
正
し
く
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
精
通
し
て
お
り
、
こ
の
普
及
と
発
展

の
た
め
に
活
躍
し
て
い
る
。

一

認

定

番

号

無
第
五
〇
号

二

種

別

重
要
無
形
文
化
財

三

名

称

備
前
焼
製
作
技
術

四

保
持
者
の
氏
名

島
村

光

し
ま
む
ら

ひ
か
る

五

保
持
者
の
生
年
月
日
及
び
年
齢

昭
和
十
七
年
九
月
九
日

七
十
六
歳

六

保
持
者
の
住
所

備
前
市
久
々
井
四
六
番
地
一

七

認

定

理

由

島
村
光
氏
は
長
船
町
（
現
瀬
戸
内
市
）
に
生
ま
れ
、
浪
速
短
期
大
学
（
現
大
阪
芸
術
大
学
短
期
大

学
部
）
絵
画
科
を
卒
業
後
に
工
芸
デ
ザ
イ
ン
関
係
の
仕
事
に
就
く
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
備
前
焼

細
工
物
に
惹
か
れ
て
独
学
で
細
工
物
を
学
び
始
め
、
昭
和
五
十
三
（
一
九
七
八
）
年
に
長
船
町
に
穴

窯
を
築
い
た
。
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
に
は
備
前
市
久
々
井
に
移
り
、
登
窯
と
穴
窯
を
築
き
、
国

内
及
び
海
外
で
個
展
を
開
き
作
品
を
発
表
し
て
き
た
。

備
前
の
山
土
や
田
土
を
使
用
し
て
、
伝
統
的
な
手
び
ね
り
と
型
づ
く
り
の
技
法
を
駆
使
し
て
製
作

さ
れ
る
氏
の
作
品
は
、
雀
、
登
窯
、
煙
突
、
松
割
木
な
ど
身
の
回
り
の
い
き
も
の
や
情
景
を
題
材
と

し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
卓
越
し
た
デ
ッ
サ
ン
力
と
造
形
力
で
表
現
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら

続
く
獅
子
や
布
袋
な
ど
の
信
仰
や
鑑
賞
の
対
象
で
あ
っ
た
伝
統
的
な
細
工
物
を
拠
り
所
と
し
つ
つ

も
、
独
創
性
と
ユ
ー
モ
ア
の
あ
ふ
れ
た
作
者
な
ら
で
は
の
個
性
的
な
造
形
表
現
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年
に
新
た
に
紐
作
り
技
法
を
取
り
入
れ
た
作
品
を
発
表
し
、
平
成
二

十
七
（
二
〇
一
五
）
年
に
岡
山
県
文
化
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
。
近
年
は
、
大
学
な
ど
で
幅
広
く
後
進

の
育
成
に
努
め
る
ほ
か
、
備
前
焼
作
家
ら
と
グ
ル
ー
プ
展
を
企
画
し
、
細
工
物
の
発
表
の
場
を
通
じ

て
技
術
伝
承
を
行
っ
て
い
る
。
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氏
は
、
江
戸
時
代
以
来
続
い
て
き
た
備
前
焼
細
工
物
の
技
法
を
正
し
く
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ
に

精
通
し
て
お
り
、
こ
の
技
術
伝
承
と
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
。

一

認

定

番

号

無
第
五
一
号

二

種

別

重
要
無
形
文
化
財

三

名

称

備
前
焼
製
作
技
術

四

保
持
者
の
氏
名

隠

﨑

隆

一

か
く
れ
ざ
き

り
ゅ
う
い
ち

五

保
持
者
の
生
年
月
日
及
び
年
齢

昭
和
二
十
五
年
八
月
三
日

六
十
八
歳

六

保
持
者
の
住
所

瀬
戸
内
市
長
船
町
磯
上
二
七
九
八
番
地
一
〇

七

認

定

理

由

隠
﨑
隆
一
氏
は
長
崎
県
に
生
ま
れ

大
阪
芸
術
大
学
デ
ザ
イ
ン
学
科
を
卒
業
し

昭
和
五
十
四

一

、

、

（

九
七
九
）
年
に
岡
山
県
立
備
前
陶
芸
セ
ン
タ
ー
を
修
了
し
、
そ
の
後
伊
勢
﨑
淳
氏
に
師
事
す
る
。
昭

和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
に
現
在
の
瀬
戸
内
市
長
船
町
磯
上
に
登
窯
を
築
き
、
独
立
し
て
本
格
的
に

作
陶
を
始
め
た
。

氏
の
作
品
は
伝
統
的
な
轆
轤
技
術
の
手
法
を
継
承
し
つ
つ
、
山
土
、
田
土
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
使

用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
田
土
の
上
層
土
を
積
極
的
に
使
用
し
た
混
淆
土
な
ど
、
備
前
地
域
の
多

こ
ん
こ
う
つ
ち

様
な
陶
土
を
用
い
て
創
作
さ
れ
る
。
独
創
的
な
造
形
表
現
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
備
前
焼
固
有
の
自

然
釉
と
窯
変
の
美
し
さ
を
保
ち
な
が
ら
陶
土
の
個
性
を
活
か
し
た
デ
ザ
イ
ン
性
の
高
い
作
品
群
と
な

っ
て
い
る
。

平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
に
日
本
工
芸
会
正
会
員
と
な
り
、
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
に
日

本
伝
統
工
芸
展
中
国
支
部
金
重
陶
陽
賞
を
、
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年
に
岡
山
県
文
化
奨
励
賞

を
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
に
日
本
陶
磁
協
会
賞
金
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
県
内
の
み
な
ら

ず
全
国
で
も
高
い
実
績
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
、
海
外
の
美
術
館
に

作
品
が
収
蔵
さ
れ
る
な
ど
、
備
前
焼
製
作
者
を
代
表
す
る
一
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
近
年
は
大
学

、

、

、

な
ど
で
幅
広
く
後
進
の
育
成
に
努
め
る
ほ
か

岡
山
県
備
前
陶
友
会

公
益
社
団
法
人
日
本
工
芸
会

公
益
財
団
法
人
日
本
工
芸
会
中
国
支
部
な
ど
で
備
前
焼
の
振
興
に
努
め
て
い
る
。

氏
は
、
備
前
焼
の
技
法
を
正
し
く
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
精
通
し
て
お
り
、
こ
の
振
興
と
発
展

に
貢
献
し
、
技
術
の
継
承
に
尽
力
し
て
い
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
の
表
三
門
交
番
の
項
中
「
京
山
二
丁
目
」
の
下
に
「
、
矢
坂
本
町
、
矢
坂
東
町
、
矢
坂
西
町
、
西
野
山
町
、
東
野
山
町
、
野
殿
西
町
、
野
殿
東
町
、
大
安
寺
東
町
、
大
安
寺
中
町
、
大
安
寺
西
町
、
大
安
寺

南
町
一
丁
目
、
大
安
寺
南
町
二
丁
目
、
北
長
瀬
本
町
、
日
吉
町
」
を
加
え
、
同
表
大
安
寺
駐
在
所
の
項
を
削
る
。

第
五
号
の
表
円
城
駐
在
所
の
項
中
「
円
城
二
一
一
の
五
」
を
「
上
田
西
五
〇
九
の
五
」
に
改
め
る
。

第
六
号
の
表
万
富
駐
在
所
の
項
中
「
万
富
三
四
一
の
一
」
を
「
万
富
二
五
五
の
四
」
に
改
め
る
。

第
十
九
号
の
表
中
和
駐
在
所
の
項
中
「
蒜
山
下
和
一
八
二
〇
の
四
」
を
「
蒜
山
下
和
一
三
九
三
の
一
八
」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
の
表
津
山
駅
前
交
番
の
項
中
「
井
の
口
」
を
「
井
口
」
に
改
め
、
同
表
東
津
山
交
番
の
項
中
「
、
河
辺
」
を
削
り
、
同
表
高
野
交
番
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

河
辺
交
番

津
山
市
河
辺
九
五
六
の
八

津
山
市
の
う
ち
河
辺
、
押
入
、
高
野
山
西
、
高
野
本
郷
、
野
村
、
河
面
、
近
長
、
楢
、
下
高
倉
東
、
下
高
倉
西
の
一
部
、
国
分
寺
、
日
上
、
瓜
生

原
、
金
井
、
中
原
、
福
力
、
新
田
、
西
吉
田
、
池
ケ
原
、
堂
尾
、
福
井
、
田
熊

第
二
十
号
の
表
河
辺
駐
在
所
の
項
及
び
大
崎
駐
在
所
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
の
表
、
第
六
号
の
表
及
び
第
十
九
号
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
五
号
中
「
警
察
本
部
庁
舎
建
設
室
」
を
「
警
察
本
部
庁
舎
整
備
室
」
に
改
め
、
同
条

中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

捜
査
第
二
課

特
殊
詐
欺
事
件
捜
査
室

第
十
一
条
第
四
項
中
「
警
察
本
部
庁
舎
建
設
室
」
を
「
警
察
本
部
庁
舎
整
備
室
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
殊
詐
欺
事
件
捜
査
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
（
特
殊
詐
欺
事
件
の
捜
査
に
関
す
る
も
の
に

限
る

）
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３１年３月８日　岡山県公報　第１２０７４号



〔
二
〕
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
付
け
公
布
岡
山
県
公
告
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申

請
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

行

誤

正

終
わ
り
か
ら
七

倉
敷
市
玉
島
乙
島
六
八
四
〇

三
番

倉
敷
市
玉
島
乙
島
六
八
四
〇
番
地
三

－

地
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〔
三
〕
平
成
三
十
一
年
二
月
五
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
三
十
八
号
（
有
害
図
書
の
指
定
）
に
誤
り

が
あ
っ
た
。

行

誤

正

新
書

館
宙

出
版

終
わ
り
か
ら
二
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〔
四
〕
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
付
け
公
布
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号
（
岡
山
県
文
化
財
保
護

条
例
に
基
づ
く
文
化
財
の
指
定
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

三
・
三

四
、
〇
〇
三
冊

四
、
〇
〇
〇
冊

三
・
終
わ
り
か

ら
十
三
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